
福岡都市計画地区計四の変更(福岡市決定)

都市計画生の松原土地区画弦迎地区地区計画を次のように変更する。
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当地区は、本市の都心部より西約り.5kmに位笛し、都市計画道路
六本総周船寺線に面するとともに、凶九州自動車道のランフ。が前前jに
位置する等交通利便性の高い地区である。

土地区画整理事業により開発された良好お住宅地であり、今後とも
悲まれた自然と11jb523まかなj也)1与をさt.かした、緑豊かでゆとりある良好
なj詰住環境の形成、保全を図ることを目標とする。

ー一
-都市計画道路六本松j削18寺紛!に歯した部分に、「沿道サービスゾー
ンJを配置し、幹線道路治道にふさわしい応釧訴の過.切な立地誘
導を図る。

-市民プールを含む地区南部を「コミュニテ.(ーゾーンj とし、中居
住宅と併せて利便施設等の諮姉を図る.

-その他の地区は、「低居住宅ゾーシ j とし公開等のゆとりの空間
を適切に配置する等良好な低居住宅地の形成、保全を図る。

『低層住宅ゾーンJとf沿道サービスゾーンJとの調和を図るため.
緑地を自己寵する。

また、 fコミュニティーゾーン」における歩行者空間の確保のため、
歩行者用通路を配置する。

建築物等 の
楚備の方針

-治)@-I，1・ービスゾーン
隣接する低層住宅地と調和した沿道サービス施設等の立地誘導

を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限
度、壁面の位置の制限及び建鈍物等の高さの最高限度を定めるの

-コミュニティーゾーン
周辺の緑地や低層住宅地と鯛和した良好な市街地形成を図るた

め、建築物の数地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。
.低層住宅ゾーン

ゆとりと潤いのある良好な低層住宅地の形成を@るため、建築物
等の用途の制限及び建築物の敷地面積の愚低限度を定める。

-地区全体
魅力ある都市景観の創造を図るため、政地内に積極的に緑を闘

賞するとともに、建築物等の形態又は意匠の制限を定める。

り也医詩I'u!ii&びj由民:照的百十回の16.j!~~‘地区施設の配 i円強ぴに j世 l孟の i足分による1:<1"ゾーンの広域は、
庁l'illTI図表示のとおりJ
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.IU日 j 表示の実施にfI~い、名称と位訟の浪記を変更するとともに.知.~J 1!'!I，'/jlH化IX.I，01，)えび市0・j化 ~j，~J :H~ 
区域の!ζ分 (~~jUJIさ)の見直しによる境界の明州:化に{)i:せて、催時とそれにfl:うii引11を公!日する丈こめ.
本来のとおり変 !I~ 寸ーるものである。
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